
● �公共交通の利用主体である地域住民や既存のサービスを提供している

交通事業者とともに、地域公共交通の利便性の確保に取り組みます。

● �道路管理者や交通管理者とともに、さらなる道路交通体系の整備に取

り組みます。
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